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　観音寺市子育て支援センター
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　ここ数年、線状降水帯の多発や記録的短時間大雨情報が発表さ
れ、外水・内水氾濫により日本各地で大きな災害が発生していま
す。観音寺市でも平成16年の高潮被害、土砂災害、浸水被害のほ
か、平成30年７月には財田観測所で日降水量が観測開始以降１位
を更新する１６０㎜を記録し、財田川にかかるＪＲ予讃線に被害
が出ました。比較的災害の少ない観音寺市でも安心できる状況で
はなくなってきています。梅雨時期を迎えるにあたり、早めの備
えをしておきましょう。
　　　　　　　　問い合わせ先　危機管理課　☎２３−３９４０

災害時に備えて自分や家族がとるべ
き行動をあらかじめ決めておく
防災行動計画のこと。

水位はインターネット
で確認しよう！絶対に
見に行かないで！

香川県防災ナビ（アプリ）
でも作成できます。

アプリのダウンロードはこちらから▲

◀かんおんじマップ

◀川の防災情報

◀アクセスはこちらから

マイ・タイムラインとは
・水路や側溝を清掃し、水の流れをスムーズにしましょう。
　昨年、水路にせき板を設置していたため、水路から雨水があ

ふれる事例が発生しました。大雨が予想される場合は、せき
板を外してください。

・過去に浸水の被害を受けている地域は、水の浸入を防ぐため
に土のうなどを各自で準備してください。急な雨や台風、大
雨の予報が出た場合は、緊急用の土のうを配布しますので、
危機管理課（☎２３−３９４０）に連絡してください。

※市で土のうの配送、回収は行っていません。
・事前に「マイ・タイムライン」を作成して、情報に合った行

動を明確にしましょう。
・かんおんじマップ（公開型地理情報システム）の「災害情報」

からハザードマップを見て、自宅の危険性を確認しましょう。

●日時　６月17日(水)午前10時ごろ
●内容　防災行政無線や防災ラジオから緊急地震速報が

流れます。訓練放送が流れたら自分の身を守る
行動を取り、防災訓練をしましょう。

●注意　訓練・テスト放送のため、お間違いの無いよう
お願いします。

・防災行政無線／防災ラジオ
　市の発信する防災情報を放送。防災ラジオは聞き直

し機能付き、無線放送は☎０１２０－２５－１６５０
で聞き直し可能（保存期間は放送後24時間）

・テレビ（ＮＨＫ）
　リモコンの「ｄ」ボタン→「防災・生活・イベント

情報」から防災情報を確認。
・三豊ケーブルテレビ「災害・防犯情報」

・香川県防災ナビ（アプリ）
危険通知、ハザードマップ、避難所情報、
避難所ルート、全国の避難所情報

・香川県防災情報メール
避難情報や気象情報など

・観音寺市公式ＬＩＮＥ
市が発信する防災情報

・キキクル（気象庁ホームページ）　
・川の防災情報（国交省ホームページ）

・かがわ防災Webポータル
香川県の総合防災サイトです。気象警報の発令
情報や水位情報、ハザードマップ
など、防災に関する情報を掲載
しています。ぜひ活用
してください。

・ハザードマップ
総合防災マップの最終ページの凡例を見ながら
ハザードマップを確認してください。
〈高潮・土砂災害〉29～58ページ
〈洪水〉59～66ページ

・非常持ち出し品
総合防災マップの最終ページにチェック表を掲
載しています。水や食料など３日分程度準備し
ましょう。

　市民の皆さんが主催する集会や催しなどの場に市の防災専門官が出向き、防災についてお話します。
●受講できる人
　市内在住または勤務、在学する10人以上のグループ、団体
●講座メニュー
・防災について（45分）
・一般家庭における非常持ち出し品や備蓄品の必要性について（45分）
・観音寺市備蓄物資の状況および備蓄品体験（60分） 
・香川県防災ナビ等の設定やハザードマップの見方など（60分）

・テレビやインターネットなどで正確な情報を入手しましょう。
・周囲の状況を確認し、すでに浸水している場合は垂直避難も

視野に入れて行動しましょう。
・市から避難情報が発令されていなくても、今いる場所が危険

と感じたら直ちに安全な場所へ避難しましょう。
・河川の状況を確認しに行かないでください。

水害を防ぐために 備え ましょう

緊急地震速報 訓練

防災 情報 の入手方法

出前講座で 学ぶ
大雨警報や避難情報が発令されたときの 行動

申し込み・問い合わせ先
秘書課 秘書係
　☎２３－３９０１
　Ⓕ２３－３９２０

詳しくはこちら▶

ラジオ・無線、テレビ インターネット

総合防災マップ

梅雨シーズン到来！

防災・減災防災・減災の備え備えを
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　「足腰の力が弱ってきた」「転びやすい」「長
い時間立っているのがつらい」など不安を感じ
ている人はいませんか。
　お元気アップ教室では、「もう一度自分で買
い物に行きたい」「畑仕事や趣味を再開したい」
など、あなたらしい生活が再びできるようにな
ることをサポートします。

右記のチェック項目で、「いいえ」に３つ
以上該当し、生活機能が低下している65
歳以上の市民（要相談）

※以下に該当する人は対象外です。
要介護１～５の認定を受けている人、医
療的な治療が優先される状態の人、医療
リハビリを受けている人、進行性疾患の
ある人、認知症が進行している人。その
他、状況によってお断りする場合があり
ます。

項目 いずれかに☑

階段を手すりや壁をつたわずに
上ることができる □はい □いいえ

椅子から何かにつかまることな
く立ち上がることができる □はい □いいえ

15分くらい続けて歩くことがで
きる □はい □いいえ

この１年間に転んだことはない □はい □いいえ

転倒に対する不安はない □はい □いいえ

このような人が対象です

申し込み・問い合わせ先　高齢介護課 地域包括支援センター　☎２５－７７９１　Ⓕ２４－８８９１

●期間　９月26日(土)～12月19日(土)
　　　　毎週土曜日午前中（全12回）
　　　※10月10日(土)は休み
●場所　デイサービスいしかわ（大野原町）
●内容　リハビリ専門職が、一対一で一人ひとりの身体

の状態に合った運動プログラムを作成します。
●料金　無料（無料送迎あり）
●申し込み　６月26日(金)まで

「もう一度できるようになりたい」を応援
お元気アップ教室に参加しませんか

　本市に居住し中小企業等に新たに勤務する
人に対し、大学等在学中に借り入れた奨学金の
返還額の一部を補助します。補助対象要件な
ど、詳しくは問い合わせてください。
●補助金の上限額
・80万円（年間20万円を４年間）

(市内に本社がある企業または市内に法人本
部がある法人の新規採用の社員)

・60万円（年間20万円を３年間）
(市外に本社がある企業または市外に法人本
部がある法人の新規採用の社員)

●対象者
・30歳未満の人
・大学等在学中に独立行政法人日本学生支援機

構法第14条第１項に規定する学資貸与金の貸
与を受けた人

・中小企業等に新たに正規雇用される予定の人
　（ただし、ＵＪＩターン等就業者も補助対象）
・５年以上本市に居住する予定の人   など
●事前申込受付期間
　６月１日(月)～11月２日(月)

問い合わせ先　ふるさと活力創生課 交流定住推進係　☎２３－７８０３　Ⓕ２３－３９２０

奨学金返還支援事業補助金 の事前申し込みを開始します

令和９年度

人権擁護委員を知っていますか
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けた、
市民の皆さんの身近な相談役です。家庭内の問題

（夫婦、親子、結婚、離婚、扶養、相続など）や
隣近所とのもめ事、差別問題など、困ったことが
あれば人権相談所で相談できます。相談日は、広
報かんおんじ「相談あれこれ」でお知らせしてい
ます（今月は27ページ）。相談は無料で、秘密は
固く守られますので、気軽に相談してください。

（敬称略・順不同）

●人権擁護委員（２０２６年４月１日現在）
地　域 氏　名

観音寺地区

秋山　武俊 澁谷　敏郎
楠本香久子 白川まり子
竹川　益美 大森　瑞枝
角崎　繁則

大野原地区
藤川　善規 藤川　京子
三好真理子 三好　久惠

豊浜地区
田中　敬子 富岡　倫代
石川　茂行 岡田　道夫

《各種相談窓口》
●こどもの人権１１０番
　いじめや体罰、虐待など子どもに関する相談電話
　☎０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）
●みんなの人権１１０番

差別や虐待、パワーハラスメント、夫やパートナー
からの暴力、ストーカー行為など、さまざまな人権
問題についての相談電話
☎０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

●外国語人権相談ダイヤル（10言語対応）
　【Foreign-language Human Rights Hotline】

外国人であることを理由とした不当な差別行為や学
校でのいじめなどに関する相談電話
☎０５７０－０９０－９１１（ナビダイヤル）

●ＬＩＮＥじんけん相談
アカウント名「法務局ＬＩＮＥじんけん相談」
ＩＤ：「＠ｌｉｎｅｊｉｎｋｅｎｓｏｕｄａｎ」

●インターネット人権相談
人権相談をインターネットでも受け付けています。
スマートフォンや携帯電話からも相談可能
https://www.jinken.go.jp/

問い合わせ先　人権課　☎２３－３９２８　Ⓕ２３－３９５４

６月１日は人権擁護委員の日

●かがわ縁結び支援センター（ＥＮ-ＭＵＳＵかがわ）
香川県は結婚を希望する独身者に対して、出会
いと結婚をサポートしています。平成28年10月
に開所し、令和８年３月末現在でマッチングに
よる成婚報告は２４０組です。

〈縁結びマッチング〉
会員制のマッチングシステムで、お相手探しや
お引き合わせを行っています。
本年度からオンラインでの会員登録が可能とな
り、登録からお相手探しまでを自宅で行えるよ
うになりました。なお、従来どおり来所による
手続きも受け付けています。
詳しくは、ホームページを確認して
ください。

▶入会条件
香川県内に居住または勤務、もしくは香川県で
の居住を希望する20歳以上の独身者

▶入会登録料　１万円（２年間有効）
問い合わせ先

かがわ縁結び支援センター
☎０８７－８６２－１７１１

●入会登録料の一部負担
本市に住所がある人
５千円（入会登録料の２分の１を市が負担）

●縁結びイベントの補助金交付
本市に拠点を持つかがわ縁結び支援センターの
応援団体が、自ら企画して実施する縁結びイベ
ントに対して、１事業につき上限10万円を補助。

問い合わせ先
ふるさと活力創生課　☎２３－７８０３
　　　　　　　　　　Ⓕ２３－３９２０

市も応援しています

結婚 を支援します


